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一
に
つ
い
て 

 
 

令
和
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
（
以
下
「
第
一
次
補
正
予
算
」
と
い
う
。
）
及
び
令
和
二
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
二
号
）
（
以
下
「
第
二
次
補
正
予
算
」
と
い
う
。
）
の
歳
入
に
計
上
さ
れ
た
公
債
金
の
総
額
は
、
約
五
十
七

・
六
兆
円
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十

三
号
。
以
下
「
特
別
会
計
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
率
繰
入
等
を
行
い
、
基
本
的
に
は
六
十
年
間

で
償
還
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
借
換
債
も
含
め
た
国
債
に
係
る
債
務
償
還
費
の
累
計
額
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
条
件
を
前
提
と
し
た
場
合
、

新
規
国
債
発
行
額
分
約
五
十
七
・
六
兆
円
に
借
換
債
の
発
行
累
計
額
約
百
四
十
四
・
〇
兆
円
を
加
え
た
約
二
百
一
・
六
兆
円

と
な
る
。
な
お
、
利
払
費
の
総
額
は
約
二
・
〇
兆
円
と
な
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
三
条
第
二
項
は
「
特
定
の
歳
入
を
以
て
特
定
の
歳
出
に
充
て
一
般
の



 

２ 

 

歳
入
歳
出
と
区
分
し
て
経
理
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
」
に
つ
い
て
特
別
会
計
を
設
置
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
第
一
次
補
正

予
算
及
び
第
二
次
補
正
予
算
に
お
い
て
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
時
限
で
の
特
別
会
計
」
は
設
置
さ
れ
て

い
な
い
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
将
来
世
代
へ
の
つ
け
回
し
を
少
し
で
も
軽
減
」
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
補
正
予
算
及
び
第

二
次
補
正
予
算
に
お
い
て
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
も
償
還
を
着
実
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
般
会
計
に
お
い
て

発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
、
特
別
会
計
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
率
繰
入
等
を
行
い
、
基
本
的
に
は
六
十
年
間
で

償
還
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る
経
費
を
賄
う
場
合
も
含
め
、
政
府
が
国
債
を
発
行
し
た
場
合
に
は
、
租
税
等

に
よ
り
償
還
す
る
必
要
が
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
「
経
済
再
生
な
く
し
て
財
政
健
全
化
な
し
」
と
の
基
本
方
針
の
下
、
当

面
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
取
り
組
み
、
経
済
再
生
の
た
め
の
取
組
を
進
め
つ
つ
、
引
き
続
き
、
歳
出
・
歳

入
両
面
の
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 


